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北九州市告示第４３５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとお 

り市道の路線を認定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和２年１２月１５日 

                   北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

３２９１ 寺内４７号線 門司区寺内一丁目 門司区寺内一丁目 

３４０４ 宇佐町２３号 

線 

小倉北区宇佐町二丁

目 

小倉北区宇佐町二丁

目 

３４０５ 黒原５０号線 小倉北区黒原二丁目 小倉北区黒原二丁目 

６３６４ 上吉田１１８ 

号線 

小倉南区上吉田一丁

目 

小倉南区上吉田一丁

目 

６３６５ 葛原本町１１ 

６号線 

小倉南区葛原本町三

丁目 

小倉南区葛原本町三

丁目 

６３６６ 下城野２５号 

線 

小倉南区下城野三丁

目 

小倉南区下城野三丁

目 

６３６７ 下城野２６号 

線 

小倉南区下城野三丁

目 

小倉南区下城野三丁

目 

６３６８ 下貫２４号線 小倉南区下貫四丁目 小倉南区下貫四丁目 

６３６９ 下貫２５号線 小倉南区下貫四丁目 小倉南区下貫四丁目 

６３７０ 徳吉西２２号 

線 

小倉南区徳吉西二丁

目 

小倉南区徳吉西二丁

目 
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６３７１ 中曽根２６号 

線 

小倉南区中曽根六丁

目 

小倉南区中曽根六丁

目 

３８９６ 蜑住１２９号 

線 

若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

３８９７ 蜑住１３０号 

線 

若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

３８９８ 竹並１００号 

線 

若松区大字竹並 若松区大字竹並 

３８９９ 竹並１０１号 

線 

若松区大字竹並 若松区大字竹並 

７０７９ 上の原８３号 

線 

八幡西区上の原一丁

目 

八幡西区上の原一丁

目 

７０８０ 永犬丸２２３ 

号線 

八幡西区永犬丸二丁

目 

八幡西区永犬丸二丁

目 

７０８１ 香月西２７号 

線 

八幡西区香月西三丁

目 

八幡西区香月西三丁

目 

７０８２ 京良城町１３ 

号線 

八幡西区京良城町 八幡西区京良城町 

７０８３ 黒崎城石４号 

線 

八幡西区黒崎城石 八幡西区黒崎城石 

７０８４ 野面１１７号 

線 

八幡西区野面二丁目 八幡西区野面二丁目 

７０８５ 野面１１８号 

線 

八幡西区野面二丁目 八幡西区野面二丁目 

７０８６ 野面１１９号 

線 

八幡西区野面二丁目 八幡西区野面二丁目 

７０８７ 野面１２０号 

線 

八幡西区野面二丁目 八幡西区野面二丁目 

７０８８ 野面１２１号 

線 

八幡西区野面二丁目 八幡西区野面二丁目 
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１８９２ 天神２１号線 戸畑区天神二丁目 戸畑区天神二丁目 
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北九州市告示第４３６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、次のと 

おり市道の路線を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和２年１２月１５日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 新

旧

別

起 点 終 点 

２３７７ 曽根１１ 

号線 

新 小倉南区中曽根五丁

目 

小倉南区上曽根三丁

目 

旧 小倉南区大字曽根 小倉南区上曽根三丁

目 

２５４２ 曽根１７ 

６号線 

新 小倉南区中曽根五丁

目 

小倉南区中曽根五丁

目 

旧 小倉南区大字曽根 小倉南区大字曽根 

１０７６ 蜑住２３ 

号線 

新 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

旧 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

１０９０ 蜑住３７ 

号線 

新 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

旧 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

１１１４ 蜑住６１ 

号線 

新 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

旧 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

１１１５ 蜑住６２ 

号線 

新 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

旧 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 
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２３４８ 竹並５６ 

号線 

新 若松区大字竹並 若松区大字竹並 

旧 若松区大字竹並 若松区大字竹並 

４８７７ 堀川町１ 

０号線 

新 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 

旧 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 
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北九州市告示第４３７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、次のと 

おり市道の路線を廃止する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課にお 

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和２年１２月１５日 

                  北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 起 点 終 点 

１１１１ 蜑住５８号線 若松区大字蜑住 若松区大字蜑住 

２３４４ 竹並５２号線 若松区大字竹並 若松区大字竹並 

３５８９ 田町２４号線 八幡西区田町二丁目 八幡西区田町二丁目 

４７３０ 藤田２７号線 八幡西区藤田三丁目 八幡西区藤田三丁目 

４８６８ 堀川町１号線 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 

４８７２ 堀川町５号線 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 

４８７３ 堀川町６号線 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 

４８７４ 堀川町７号線 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 

４８７５ 堀川町８号線 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 

４８７６ 堀川町９号線 八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 
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６５２１ 堀川町１２号

線 

八幡西区堀川町 八幡西区堀川町 
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北九州市告示第４３８号 

 北九州市市税条例による申告、申請、請求その他書類の提出又は納付若しく

は納入に関する期限の延長（令和２年北九州市告示第３３０号）の別に告示で

定める期日は、次の表の左欄に掲げる期限ごとに、同表の右欄に掲げる期日と

する。 

  令和２年１２月１５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

期限 期日 

令和２年度分の普通徴収に係る個人の市

民税の第２期及び第３期に係る納期限 

令和３年２月１日 

令和２年度分の給与所得に係る個人の市

民税の特別徴収税額の納入の期限 

令和３年２月１０日 

令和２年度分の固定資産税及び都市計画

税の第２期及び第３期に係る納期限 

令和３年３月１日 

上記以外の申告等に関する期限のうち令

和３年１月３１日までの間に到来するもの 

令和３年２月１日 
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北九州市公告第８２１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、随意契約の相手方

を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

（平成７年北九州市規則第７８条）第１２条第１項の規定により次のとおり公

告する。 

  令和２年１２月１５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 特定役務の名称及び数量 

  モバイル型イントラネット端末メンテナンスリース契約 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市総務局行政経営部行政経営課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和２年１１月３０日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  日立キャピタル株式会社九州法人支店

  福岡市博多区店屋町１番３５号 

５ 契約金額 

  ７，８９８万５，５００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５

 号に該当するため 
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